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          令和４年土佐清水市議会定例会３月会議会議録 

第１日（令和４年３月７日 月曜日） 

～～～～・～～～～・～～～～ 

議事日程 

 日程第１ 審議期間の決定 

 日程第２ 会議録署名議員の指名 

 日程第３ 報告第 １号 専決処分した事件の報告について（訴えの提起について）  

      報告第 ２号 専決処分した事件の報告について（土佐清水市個人情報保護条例  

             の一部を改正する条例の制定について） 

      議案第 ３号 令和３年度土佐清水市一般会計補正予算（第１０号）について 

      議案第 ４号 令和３年度土佐清水市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３ 

             号）について 

      議案第 ５号 令和３年度土佐清水市介護保険特別会計補正予算（第３号）につ  

             いて 

      議案第 ６号 令和３年度土佐清水市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）  

             について 

      議案第 ７号 令和３年度土佐清水市水道事業会計補正予算（第２号）について  

      議案第 ８号 令和４年度土佐清水市一般会計予算について 

      議案第 ９号 令和４年度土佐清水市国民健康保険事業特別会計予算について  

      議案第１０号 令和４年度土佐清水市介護保険特別会計予算について  

      議案第１１号 令和４年度土佐清水市後期高齢者医療特別会計予算について  

      議案第１２号 令和４年度土佐清水市再生可能エネルギー事業特別会計予算につ  

             いて 

      議案第１３号 令和４年度土佐清水市特別養護老人ホームしおさい特別会計予算  

             について 

      議案第１４号 令和４年度土佐清水市水道事業会計予算について 

      議案第１５号 押印の見直しに係る関係条例の整備に関する条例の制定について  

      議案第１６号 土佐清水市都市公園条例及び土佐清水市社会体育施設の設置及び  

             管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について  

      議案第１７号 土佐清水市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について  

      議案第１８号 土佐清水市営住宅駐車場管理条例の一部を改正する条例の制定に  

             ついて 
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      議案第１９号 土佐清水市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につ  

             いて 

      議案第２０号 土佐清水市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条  

             例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第２１号 土佐清水市水産業施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正 

             する条例の制定について 

      議案第２２号 海ギャラテラスの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条  

             例の制定について 

      議案第２３号 権利の放棄について 

      議案第２４号 権利の放棄について 

      議案第２５号 海ギャラテラスの指定管理者の指定について 

      議案第２６号 高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及  

             び高知県市町村総合事務組合規約の変更について 

      議案第２７号 高知県市町村総合事務組合から津野山広域事務組合が脱退するこ  

             とに伴う財産処分について 

      議案第２８号 高知県市町村総合事務組合から幡多中央環境施設組合が脱退する  

             ことに伴う財産処分について 

～～～～・～～～～・～～～～ 

本日の会議に付した事件 

 日程第１から日程第３まで 

～～～～・～～～～・～～～～ 

議員定数 １２人 

現在員数 １２人 

～～～～・～～～～・～～～～ 

出席議員 １２人 

   １番  谷 口 佳 保 君           ２番  弘 田   条 君 

   ３番  武 政 健 三 君           ４番  山 崎 誠 一 君 

   ５番  吉 村 政 朗 君           ６番  作 田 喜 秋 君 

   ７番  岡 本   詠 君           ８番  甲 藤   眞 君 

   ９番  細 川 博 史 君          １０番  前 田   晃 君 

  １１番  浅 尾 公 厚 君          １２番  永 野 裕 夫 君 

～～～～・～～～～・～～～～ 
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欠席議員 

  な  し 

              ～～～～・～～～～・～～～～ 

事務局職員出席者 

  議 会 事 務 局 長          早川  聡 君    局 長 補 佐          中嶋 由美 君 

  議 事 係 主 幹  佐野  舞 君    技 幹  宮地 晋平 君 

  主 事 補  岡田 大知 君 

～～～～・～～～～・～～～～ 

出席要求による出席者 

市 長 泥谷 光信 君 副 市 長 磯脇 堂三 君 

会 計 管 理 者 兼 

会 計 課 長 
戎井 大城 君 企 画 財 政 課 長 横山 英幸 君 

総 務 課 長 （ 併 ） 

選挙管理委員会事務局長 
窪内 研介 君 危 機 管 理 課 長 倉松 克臣 君 

消 防 長 味元 博文 君 健 康 推 進 課 長 山下  育 君 

市 民 課 長 岡田 旭生 君 観 光 商 工 課 長 二宮 眞弓 君 

農 林 水 産 課 長 兼 

農業委員会事務局長 
和泉 政彦 君 水 道 課 長 吉永 敏之 君 

特別養護老人ホーム 

し お さ い 園 長 
畑山 正王 君 教 育 長 岡﨑 哲也 君 

～～～～・～～～～・～～～～ 

          午前１０時００分   開  議 

○議長（永野裕夫君） 皆さんおはようございます。定刻でございます。 

 ただいまから令和４年土佐清水市議会定例会３月会議を開きます。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 日程第１、「審議期間の決定」を議題といたします。 

 ３月会議の審議期間につきましては、議会運営委員会で御審議を願っておりますので、この

際、議会運営委員会委員長の報告を求めます。 

 議会運営委員会委員長 谷口佳保君。 

          （議会運営委員会委員長 谷口佳保君登壇） 

○議会運営委員会委員長（谷口佳保君） おはようございます。 

 ただいま議題となっております３月会議の審議期間につきましては、２月２８日開催の議会
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運営委員会におきまして、議案等を勘案しながら慎重に審議を重ねた結果、本日から３月

２５日までの１９日間と決定いたしました。 

 審議期間中の日程として、本日は審議期間の決定、議案上程の後、市長の提案理由説明及び

所管課長等による内容説明を行います。また、１４日は議案に対する質疑及び一般質問、翌

１５日及び１６日は一般質問を行います。 

 １７日及び１８日は予算決算常任委員会を、２２日は総務文教常任委員会及び産業厚生常任

委員会を開催。 

 最終日、３月２５日に本会議を開催し、各委員長の報告後、質疑及び討論並びに採決を行

い、全日程を終了したいと思います。 

 以上報告いたします。 

○議長（永野裕夫君） お諮りいたします。 

 ３月会議の審議期間は、議会運営委員会委員長の報告のとおり、本日から３月２５日までの

１９日間といたしたいと思います。これに御異議の方はございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（永野裕夫君） 御異議なしと認めます。よって３月会議の審議期間は、本日から３月

２５日までの１９日間と決しました。 

 日程第２、「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、５番吉村政朗君、７番岡本詠君を指名

をいたします。 

 この際、議会事務局長に諸般の報告をさせます。 

 議会事務局長。 

          （議会事務局長 早川 聡君登壇） 

○議会事務局長（早川 聡君） おはようございます。 

 令和３年定例会閉会以降の諸般の報告を申し上げます。 

 まず初めに、各委員会の活動状況について御報告いたします。 

 総務文教常任委員会は２回開催し、２月２日には指定管理者制度についての調査を行いまし

た。 

 また、産業厚生常任委員会は１回開催いたしました。 

 議会運営委員会は３回開催し、２月２８日には３月会議の日程等について協議を行いました。

また、議会だより編集委員会を３回開催し、２月１日に議会だより第１２０号を発行いたしま

した。 

 また、全員協議会は２回開催し、２月２２日には今ノ山風力合同会社風力発電事業に関する
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本市議会議員への説明会を、３月２日には新型コロナウイルスワクチン接種に関する報告が執

行部より行われました。 

 次に、その他の主な件について、日を追って申し上げます。 

 １月２日、令和３年土佐清水市成人式が開催され、副議長が出席、議長代理として祝辞を述

べました。 

 １月３日、令和４年土佐清水市成人式が開催され、議長が出席し、祝辞を述べました。 

 １月５日、ＮＨＫ高知放送局で行われたジョン万次郎ＮＨＫ大河ドラマ化実現の要望活動に

議長が出席。 

 １月８日、足摺海底館５０周年記念式典が足摺海底館及び足摺海洋館ＳＡＴＯＵＭＩで開催

され、議長が出席。 

 １月９日、令和４年土佐清水市消防出初め式が行われ、議長が出席し、祝辞を述べました。 

 １月２１日、委員長会を開催し、令和４年度議会費の説明及び各委員会の情報交換を行いま

した。 

 １月２４日、令和４年定例会１月会議が、また２月１５日、令和４年定例会２月会議が開催

されましたことは御承知のとおりであります。 

 ２月２１日、幡多広域市町村圏事務組合議会令和４年２月定例会が幡多クリーンセンターで

開催され、議長が出席。 

 ２月２５日、第２回土佐清水ジオパーク基本計画等策定検討会が開催され、議長が出席。 

 次に、提出議案について申し上げます。 

 ３月会議に提出されております案件は、報告第１号「専決処分した事件の報告について（訴

えの提起について）」及び報告第２号「専決処分した事件の報告について（土佐清水市個人情

報保護条例の一部を改正する条例の制定について）」並びに議案第３号「令和３年度土佐清水

市一般会計補正予算（第１０号）について」から議案第２８号「高知県市町村総合事務組合か

ら幡多中央環境施設組合が脱退することに伴う財産処分について」までの議案２６件、計

２８件であります。 

 これらの案件名につきましては、議案つづりのとおりでありますので、省略させていただき

ます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

○議長（永野裕夫君） 諸般の報告は終わりました。 

 日程第３、市長提出、報告第１号「専決処分した事件の報告について（訴えの提起につい

て）」及び報告第２号「専決処分した事件の報告について（土佐清水市個人情報保護条例の一

部を改正する条例の制定について）」並びに議案第３号「令和３年度土佐清水市一般会計補正
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予算（第１０号）について」から議案第２８号「高知県市町村総合事務組合から幡多中央環境

施設組合が脱退することに伴う財産処分について」までの議案２６件、計２８件を一括議題と

いたします。 

 この際、提出者に提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

          （市長 泥谷光信君登壇） 

○市長（泥谷光信君） おはようございます。本日ここに、令和４年土佐清水市議会定例会

３月会議の開催に当たり、市政の課題等につきまして、所信の一端を申し述べますとともに、

令和４年度土佐清水市一般会計予算をはじめとする提出議案等について御説明申し上げ、議員

の皆様及び市民の皆様に御理解と御協力をお願い申し上げます。 

 冒頭に、このたびの新型コロナウイルスワクチンの３回目接種におきまして、モデルナワク

チンを接種されました市民の方々に対し、多大な御心配と御不安をおかけしておりますことを

心よりおわび申し上げますとともに、この間の経過について御説明をさせていただきます。 

 １月２８日から先行接種した医療従事者等の皆様、２月１４日から接種を受けられた市民の

皆様に使用しましたモデルナワクチンにつきまして、保管専用冷凍庫の温度が、深夜から早朝

にかけて０度程度まで上がったものが、再びマイナス２０度まで戻っていたことが３月１日の

調査により判明したものであります。 

 このような温度変化が起きてしまった原因は、冷凍庫専用の電源を確保するための工事を施

工しましたが、実際は、庁舎エアコンと同系統から電源が取られており、そのエアコンの主電

源が、節電のため深夜から早朝にかけて切られていたことが影響したものと分かりました。 

 ワクチン管理につきましては、毎日、就業時間内に複数回庫内温度を確認するとともに、夜

間は守衛が異常音の有無を確認することとなっておりますが、今回は、夜間の異常音も無く、

早朝には適正温度になっていたことから、事態の把握が遅れ、この間もモデルナワクチンによ

る接種を継続しておりました。 

 このような状態のワクチンでは、予防効果が減弱していることも否定できないことから、取

り急ぎ、この間の経過及びおわびにつきまして、御本人をはじめ、御家族等に書面にて御報告

させていただいたところであります。 

 なお、国、県及び製薬会社からの助言等をいただき、今後の対応が決まり次第、改めて文書

等で御連絡することとしております。 

 また、このモデルナワクチンによる接種で「予防接種健康被害救済制度」に基づく健康被害

救済給付の請求がありましたので、今後、土佐清水市予防接種健康被害調査委員会を開催し、

医学的な見地から審議していくこととしております。 
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 今後、二度とこのようなことが起こらないよう万全を期すとともに、ワクチンの３回目接種

を円滑に進め、接種を希望される市民の皆様への迅速な接種に改めて全力を挙げてまいります

ので、皆様の御理解、御協力をお願い申し上げます。 

 それでは、令和４年度の当初予算案の概略について御説明いたします。 

 まず、一般会計につきましては、予算総額が９６億 5,８００万円、対前年度比７億

5,４００万円の減、率にして７.２％の減となっており、令和元年度以来３年ぶりに１００億

円を下回る予算となっております。 

 減額の主な要因としましては、重点施策として実施してきました防災行政無線のデジタル化

やメジカ産業再生プロジェクトが令和３年度で終了したことによるものであります。 

 一方で、継続事業である新地場産品販売施設改修事業は、令和５年度のリニューアルオープ

ンに向けた建築工事費など、総額で２億8,６８９万4,０００円を計上し、また、市民体育館屋

根等改修事業１億9,１８０万円などの事業費も計上しております。 

 令和４年度におきましても、各種事業の財源には、国・県等の補助金・交付金のほか、過疎

対策事業債や緊急防災・減災事業債などの優良債の活用により、一般財源を必要最小限に抑え

たものとし、令和３年度同様、特定目的基金は取り崩すものの、財政調整基金の取崩しは行わ

ない予算編成としております。 

 なお、一般会計及び６つの特別会計の繰入れ繰り出しによる重複計上を除いた実質計上総額

は、１４６億7,９２５万6,０００円となり、対前年度比４.７％の減となりました。 

 一般会計の歳入につきましては、市税は、対前年度比2,４２９万9,０００円、２.２％増の

１１億2,９３４万7,０００円を計上しております。 

 地方交付税につきましては、令和３年度の決算見込額やここ数年の特別交付税の決算額、さ

らに地方財政計画などを考慮し、対前年度比３億４００万円、７.６％増の４２億8,０００万

円を計上しております。 

 全体の歳入不足は、特定目的基金のうち、防災対策加速化基金３８２万6,０００円、ふるさ

と元気基金２億円、減債基金1,４１１万3,０００円、ふるさと水と土基金３７４万3,０００円

をそれぞれ取り崩し、目的に沿った事業の特定財源として充当いたしました。 

 歳出は、義務的経費が対前年度比１億１７９万7,０００円、２.２％増の４６億6,８６１万

3,０００円を計上、投資的経費は、総合公園大規模遊具設置工事、市民体育館屋根等改修事業、

竜串福祉センター建替工事、新地場産品販売施設改修事業、ぐるっと竜串ウエストパーク整備

事業などの事業に係る予算を計上し、対前年度比９億７８８万6,０００円、３９.６％減の

１３億8,６７２万2,０００円を計上しております。 

 その他の経費では、物件費として、新型コロナウイルス対策事業として実施する「ジョン万
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次郎ミュージカル公演」に係る委託料などにより、対前年度比3,３２０万6,０００円、

２.５％増の１３億5,３０６万6,０００円を計上、補助費等は、新型コロナウイルス対策事業

として実施するマイナンバーカード取得率向上地域活性化事業、燃油高騰対策事業、国立公園

５０周年記念事業費補助金などにより、対前年度比６５２万4,０００円、０.６％増の１１億

8,９６４万4,０００円を計上、これらを含むその他経費全体では、対前年度比5,２０８万

9,０００円、１.５％増の３６億２６６万5,０００円を計上しております。 

 予算編成につきましては、これまで一貫した私の公約でもある、「土佐清水市まち・ひと・

しごと創生総合戦略」に基本理念として掲げている「子どもは宝（子育て・教育環境の充実）」

「若者は希望（基幹産業の復興と雇用対策）」「お年寄りは誇り（高齢者の生きがいづくりと

中山間対策）」「命を守る（南海地震・津波対策）」「絆は力（活気あふれるまちづくり）」

の５つの項目に重点配分するとともに、現在、重点施策として実施している新地場産品販売施

設改修事業及びぐるっと竜串整備事業の２つに加え、足摺宇和海国立公園指定５０周年事業を

特別枠として編成を行いました。 

 まず、「子どもは宝（子育て・教育環境の充実）」につきましては、新規事業としまして、

ヤングケアラーの早期発見と子供らしい暮らしが奪われることなく家庭へのケアに係る負担を

軽減するための支援に向けて、家庭児童相談室にコーディネーターを配置するヤングケアラー

支援体制強化事業に２８６万2,０００円、子育て世帯の負担の軽減のため、令和４年５月から

の保育所完全給食実施に向けた体制整備に３２３万8,０００円を計上いたしました。 

 このほか、総合公園大規模遊具設置工事に3,０００万円、ファミリーサポートセンター運営

事業に６９９万6,０００円、人材育成奨学資金等助成金２９万4,０００円、不妊治療費等助成

事業９０万円、赤ちゃん紙おむつ・粉ミルク購入支援事業２２１万9,０００円など、子育て・

教育環境の充実に向けた施策全体で約８億1,７００万円を計上いたしました。 

 次に、「若者は希望（基幹産業の復興と雇用対策）」につきましては、新規事業として、ふ

るさと魅力推進事業の情報発信力の強化策として、インスタグラムなどのＳＮＳを活用したキ

ャンペーンを実施するための地場産品ＰＲ事業に４７万5,０００円、重点施策にも位置づけて

いるぐるっと竜串ウエストパーク整備事業に9,０７０万円、同じく新地場産品販売施設改修事

業に２億8,６８９万4,０００円、日本ジオパーク認定後初めてのジオパーク推進予算として

1,２４６万1,０００円、ふるさと魅力推進事業では、２億円の寄附額を見込み、返礼品などに

必要な経費として３億１９５万8,０００円、農業振興策として多面的機能支払交付金に

3,１５１万3,０００円、中山間地域等直接支払交付金に1,７７４万円、林業振興及び鳥獣対策

として、森林環境譲与税を財源にした森林経営管理制度事業に７５５万円、森をもりあげる担

い手支援事業１５０万円、鳥獣捕獲報奨金に1,９４３万8,０００円、水産振興策として種子島
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周辺漁業対策事業費補助金に５６７万8,０００円など、基幹産業の復興と雇用対策全体で約

１０億1,７００万円を計上いたしました。 

 次に、「お年寄りは誇り（高齢者の生きがいづくりと中山間対策）」では、住み慣れた地域

でいつまでも暮らし続けられるための施策として、介護人材確保のための介護職員初任者研修

業務に２６３万4,０００円、元町地区に整備する介護予防拠点整備事業費補助金に８９１万円、

中山間地域を中心とした移動手段の確保のための中山間地域移動手段確保支援事業に

1,２２７万1,０００円など、高齢者の生きがいづくりと中山間対策全体で約１億7,５００万円

を計上いたしました。 

 次に、「命を守る（南海地震・津波対策）」では、新規事業としまして、大地震等が発生し

た場合に大きな被害が生ずるおそれのある大規模盛土造成地の調査を行うための計画策定に宅

地耐震化推進事業として７８０万円、津波対策として市が管理する海岸保全施設にある陸閘の

常時閉鎖を行うための海岸保全施設整備事業に８００万円、竜串福祉センター建替事業に

6,１２３万7,０００円、津呂地区消防屯所移転建設事業に2,８８１万2,０００円、木造住宅耐

震診断及び改修等関係事業費に5,９９７万9,０００円など、市民の命を守り、命をつなぐため

の集中的な対策全体で約３億2,０００万円を計上いたしました。 

 次に、「絆は力（活気あふれるまちづくり）」では、新規事業としまして、特別枠でもある

足摺宇和海国立公園５０周年記念事業全体として1,２００万円、清水中学校生にとって望まし

い持続可能な部活動と学校の働き方改革の両立を実現するための地域運動部活動推進事業に

１６０万1,０００円、多様性を認め合う地域社会づくりのため、同性や事実婚の異性カップル

を婚姻している夫婦と同等の関係と認め、また、同居する子供も家族として認めるという「パ

ートナーシップ・ファミリーシップ制度」を導入し、広報及び制度利用者への証明書発行に必

要な経費として１５万2,０００円、姉妹都市交流事業に１００万円、移住促進総合支援事業に

1,０８９万4,０００円、結婚新生活支援事業費補助金に１５０万円など、活気あふれるまちづ

くりを目指し、全体で約１億9,６００万円を計上いたしました。 

 昨年１２月に成立しました国の補正予算に含まれておりました新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金について、本市への配分が１億6,０８８万1,０００円となる旨の通知が

ありました。 

 市では、この財源を迅速かつ有効活用するため、これまで同様、各課から事業提案を募集し、

緊急に査定を行い、「健康」「継続」「暮らし」の３つをキーワードに、１６事業、１億

9,５００万円を計上しております。 

 まず、「健康」では、ワクチン接種及び接種体制の整備費用として2,５０２万1,０００円、

感染クラスター防止のため、重症化リスクが高い高齢者施設等の利用者が行う抗原検査費用に
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２３１万円など、感染症拡大防止策全体で2,８３３万円を計上しております。 

 次に、「継続」では、地域電子通貨めじか事業に3,８６４万9,０００円、燃料高騰の影響を

受けている農業事業者及び漁業事業者に対する燃料費の一部を補助する事業に８５０万円、事

業継続・拡大応援事業補助金に５５０万円、ジョン万満喫旅行事業に3,８２８万9,０００円、

介護人材等定着支援事業に５００万円など、新型コロナウイルス感染拡大で直接影響を受けて

いる方々への支援と、アフターコロナを見据えた取組全体で１億２７０万4,０００円を計上し

ております。 

 最後に「暮らし」として、コロナ禍において食事提供が中止となっている「いきいきサロン」

参加者の食事代を補助する高齢者の集いの広場応援事業に３３０万円、新型コロナウイルス感

染症生活困窮者自立支援金に３６０万円など、子育て世代と高齢世帯への支援策全体で

6,４００万円を計上しております。 

 また、ふるさと納税制度により全国の皆様から御寄附を賜りました「土佐清水市ふるさと元

気寄附金」につきましては、令和４年度は、「ジオパーク推進・ビジターセンター運営事業」、

「国立公園５０周年記念事業」、「国立公園環境整備事業」、「有害鳥獣捕獲対策事業」、

「農地等維持管理事業」、「水産業・漁業振興支援等事業」、「学校給食実施・運営事業」、

「商工業振興事業」、「幡多広域観光協議会等負担金・補助金」、「観光客誘客促進事業」、 

「ふるさと元気寄附金推進事業」などの特定財源として、合計で２億円を活用させていただき

ます。 

 御寄附を賜りました皆様に、この場をお借りいたしましてお礼申し上げます。 

 続きまして、特別会計の概要について御説明いたします。 

 まず、国民健康保険事業特別会計につきましては、対前年度比２.１％減、4,６０５万

8,０００円減の２１億5,８７１万4,０００円を計上しております。 

 これは、被保険者数減少に伴う保険給付費の減額や国保事業費納付金の減額などによるもの

であります。 

 介護保険及び特別養護老人ホームしおさい特別会計につきましては、ほぼ前年度並みの予算

を計上しております。 

 後期高齢者医療特別会計につきましては、対前年度比４.９％、1,５１０万4,０００円増の

３億2,０４６万5,０００円を計上しております。 

 これは、２年ごとの保険料改定に伴う保険料収入の増額によるものであります。 

 再生可能エネルギー事業特別会計は、図書館、斎場及び衛生センターの照明器具のＬＥＤ化

工事に係る経費を計上したことにより、対前年度比１.６％、１６７万7,０００円増の１億

３７３万円を計上しております。 
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 水道事業会計は、三崎上水道配水池施設工事及び清水上水道等配管布設工事などにより、資

本的支出では、対前年度比２８.４％、8,２２１万6,０００円増の３億7,１３２万3,０００円

を計上しております。 

 以上が、令和４年度当初予算案についての概要であります。 

 続きまして、議案第３号から第７号までの補正予算についてであります。 

 議案第３号令和３年度一般会計補正予算（第１０号）は、各事業の決算見込みに伴う増額及

び減額のほか、国の補正予算に対応する事業の前倒し実施に要する経費を計上するとともに、

新型コロナウイルス感染症対策事業である３回目ワクチンの追加接種及び小学校・中学校感染

症対策等支援業務委託に係る経費として1,６６９万3,０００円、早期退職者の退職手当を含む

人件費として2,００３万4,０００円、生活バス路線運行維持費補助金として 3,０２６万

4,０００円など、歳入歳出それぞれ合計で7,１８５万3,０００円を補正計上し、一般会計予算

総額は１１６億7,２４４万9,０００円となります。 

 議案第４号国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）及び議案第６号後期高齢者医療特

別会計補正予算（第２号）は、決算見込みによる給付費及び負担金を計上し、議案第５号介護

保険特別会計補正予算（第３号）は、一般会計で実施している事業が国の交付金事業の対象と

なることから、当該予算の組替えを行うものであります。 

 議案第７号水道事業会計補正予算（第２号）は、議案第２３号及び第２４号の水道料金の債

権放棄に関連した補正予算であります。 

 これら令和３年度３月補正予算及び令和４年度当初予算の着実な執行により、切れ目のない

施策を講じ、新型コロナウイルス感染拡大で疲弊している経済活動の下支えを行うとともに、

コロナ収束後を見据えた施策を展開してまいります。 

 続きまして、報告及び条例等議案についてであります。 

 報告第１号及び第２号は、地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、専決処分した事件

の報告についてであります。 

 報告第１号は、水道料金の支払いを求める訴えの提起について、令和４年２月１７日付で専

決処分した報告であります。 

 報告第２号は、土佐清水市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について、令和

４年２月１８日付で専決処分した報告であります。 

 議案第１５号は、行政手続における市民の負担を軽減し、市民の利便性の向上を図るため、

押印の見直しに係る関係条例の整備に関する条例の制定についてであります。 

 議案第１６号は、土佐清水市都市公園条例及び土佐清水市社会体育施設の設置及び管理に関

する条例の施設の名称から「浦尻運動公園テニス場」を削るための条例の一部改正についてで
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あります。 

 議案第１７号は、市営住宅入居者の公募方法にホームページを加えるとともに、入居者の選

考において、２０歳未満の子を扶養しているひとり親が優遇措置を受けられるよう土佐清水市

営住宅管理条例の一部を改正するものであります。 

 議案第１８号は、市営住宅入居者が利用する駐車場に関し、利便性の向上及び実態に則した

ものとするため、土佐清水市営住宅駐車場管理条例の一部を改正するものであります。 

 議案第１９号は、国の政令等の公布及び改正に伴い、土佐清水市国民健康保険税条例の一部

を改正するものであります。 

 議案第２０号は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく学校運営協議会を市内

の小学校及び中学校に設置することに伴い、委員の報酬を日額1,０００円に定めるため、土佐

清水市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正するものでありま

す。 

 議案第２１号は、浦尻冷凍保管施設の土地購入費、浦尻残渣加工施設の附帯施設及び土佐清

水市共同加工施設の周辺整備工事費に係る費用を加えたものを再度算定し、使用料を改定する

ため、土佐清水市水産業施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正するものであります。 

 議案第２２号は、海ギャラテラスの建設費の変更に伴う利用料金改定のため、海ギャラテラ

スの設置及び管理に関する条例の一部を改正するものであります。 

 議案第２３号及び第２４号は、水道料金の債権放棄について、地方自治法第９６条第１項第

１０号の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 議案第２５号は、海ギャラテラスの指定管理者の指定について、地方自治法第２４４条の

２第６項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 議案第２６号は、高知県市町村総合事務組合から津野山広域事務組合及び幡多中央環境施設

組合が脱退することに伴い、高知県市町村総合事務組合規約の変更について、地方自治法第

２９０条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

 議案第２７号及び第２８号は、議案第２６号に関連し、両組合が脱退することに伴う財産処

分について、地方自治法第２９０条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

 最後に、寄贈の報告をさせていただきます。 

 四国電力株式会社様より、防犯街路灯１灯及び大型扇風機１機を寄贈していただきました。

防犯街路灯につきましては、社会貢献活動の一環として行われているもので、今回は、貝ノ川

郷地区に設置させていただくこととしており、大型扇風機は、災害時用に危機管理課へ配備す

ることといたしました。 

 この場をお借りしまして厚く感謝申し上げます。 
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 以上をもちまして、議案提出に当たっての私からの説明を終わります。なお、詳細につきま

しては、所管課長から説明をいたしますので、何とぞ、御審議の上、適切なる議決を賜ります

ようお願い申し上げます。 

○議長（永野裕夫君） 以上で、提案理由の説明は終わりました。 

 お諮りいたします。 

 ただいまから、予算案及び条例案等に対する内容説明を求めたいと思います。 

 これに御異議の方はございませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（永野裕夫君） 御異議なしと認めます。よって、予算案及び条例案等に対する内容説

明を求めることに決しました。 

 議案第３号「令和３年度土佐清水市一般会計補正予算（第１０号）について」及び議案第

８号「令和４年度土佐清水市一般会計予算について」、以上２件について説明を求めます。 

 企画財政課長。 

          （企画財政課長 横山英幸君登壇） 

○企画財政課長（横山英幸君） おはようございます。 

 まず、議案第３号「令和３年度土佐清水市一般会計補正予算（第１０号）について」、御説

明をいたします。 

 はじめに、当該補正予算の減額部分につきましては、事業費の確定及び決算見込み等に伴う

ものでありますので、説明を省略させていただきます。 

 歳出から、御説明をいたします。 

 補正予算書の２１ページをお願いいたします。 

 ２款１項１目一般管理費、３節職員手当等2,００３万4,０００円は、本年度の正職員及び特

別職の早期退職者と、本年度末で退職する会計年度任用職員に係る退職手当金を計上するもの

であります。 

 １０節需用費４４万2,０００円は、市役所本庁舎内の事務経費につきまして、決算見込みに

より、追加計上するものであります。 

 ３目財産管理費につきましては、市役所本庁舎内に整備中の多目的トイレにつきまして、財

源振替を行うものであります。 

 ７目企画振興費、１８節負担金、補助及び交付金のうち、生活バス路線運行維持費補助金

3,０２６万4,０００円は、高知西南交通が、本市と四万十市、宿毛市及び大月町間で運行して

いる路線バスの運行維持費につきまして、本年度事業分の事業費確定に伴い、計上するもので

あります。 
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 ２２ページをお願いいたします。 

 ２款１項１３目財政管理費、２４節積立金２億円は、本年度の一般会計全体の決算見込み

（収支見込み）により、減債基金に積立てを行うものであります。 

 ２３ページをお願いいたします。 

 ２款３項１目戸籍住民基本台帳費、１２節委託料３１０万9,０００円は、マイナンバーカー

ドによる、転入・転出手続のワンストップ化に係るシステム改修費用を計上するものでありま

す。財源につきましては、全額国庫支出金が交付されます。 

 ２５ページをお願いいたします。 

 ３款１項２目障害者福祉費、１９節扶助費3,５１５万7,０００円につきましては、決算見込

みにより、障害者自立支援給付費及び障害児入所給付費等を追加計上するものであります。 

 ７目介護保険対策費、１８節負担金、補助及び交付金のうち、介護保険利用者負担額助成金

５１万5,０００円は、延べ利用者数の増に伴い、追加計上するものであります。 

 同じく、１８節負担金、補助及び交付金のうち、介護人材等定着支援事業４４０万円は、支

給対象者数の増に伴い、追加計上するものであります。 

 ２６ページをお願いいたします。 

 ４款１項１目保健衛生総務費、２７節繰出金２１４万円は、国民健康保険事業特別会計の決

算見込みに基づき、一般会計からの繰出金を追加計上するものであります。 

 ２７ページをお願いいたします。 

 ４款１項２目感染症対策費には、１２月補正予算に引き続き、新型コロナウイルスワクチン

の３回目接種に要する費用を追加計上するもので、令和３年７月までに２回目の接種を完了し

た3,５００人分の接種費用を計上するものであります。財源につきましては、全額国庫支出金

が交付されることとなっております。 

 ７目母子保健事業費、２２節償還金、利子及び割引料９５万2,０００円は、子ども・子育て

支援事業及び母子保健事業に係る、令和２年度事業分の精算返還金を計上するものであります。 

 ４款２項１目清掃総務費、１８節負担金、補助及び交付金１３１万9,０００円は、幡多クリ

ーンセンターの運営負担金につきまして、燃料費の高騰に伴い、追加計上するものであります。 

 ２８ページをお願いいたします。 

 ５款１項２目農業総務費、１４節工事請負費のうち、下ノ段農道橋塗替工事９００万円は、

工法変更が生じたことに伴い、工事費を増額するものであります。財源につきましては、地方

債の充当を見込んでおります。 

 １８節負担金、補助及び交付金のうち、県工事負担金５４８万2,０００円は、県が実施する

下ノ加江地区土地改良工事に係る市負担金につきまして、国の補正予算の採択を受けたことに
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伴い、今年度事業費が増額となったことから追加計上するものであります。 

 ２９ページをお願いいたします。 

 ５款２項２目林業振興費、２４節積立金３２８万6,０００円は、今年度の森林環境譲与税が、

2,４９６万2,０００円交付される予定で、そのうち2,０４４万2,０００円を今年度事業化し執

行する見込みであるため、差額を森林環境整備促進基金に積み立てるため、積立金を増額する

ものであります。 

 ５目治山事業費につきましては、当初予算に計上し実施中の、布地区治山施設流末工事につ

きまして、財源振替を行うものであります。 

 ３０ページをお願いいたします。 

 ５款３項１目水産業総務費、２２節償還金、利子及び割引料、種子島周辺漁業対策事業補助

金返還金１０８万円は、平成２９年度から令和元年度に実施した操業効率化促進事業の財産処

分に伴う返還金を計上するものであります。 

 ３目漁港建設費、１４節工事請負費のうち、津呂漁港浚渫工事６５０万円の減額につきまし

ては、９月補正予算におきまして、工法変更に伴う追加工事費用を計上したところですが、本

工事を請け負う業者がなく、本年度事業実施が困難な状況であるため、減額するものでありま

す。 

 ６款１項１目商工振興費、７節報償費２００万円は、地域電子通貨めじかのチャージした際

の５％のプレミアムポイントを増額するものであります。 

 ３１ページをお願いいたします。 

 ７款１項１目土木総務費、１８節負担金、補助及び交付金、県工事負担金６６６万

5,０００円は、県が実施する土木関連工事に係る市負担金につきまして、国の補正予算の採択

を受けたことなどに伴い、今年度事業費が増となったことから、増額するものであります。財

源につきましては、地方債等の充当を見込んでおります。 

 ４目地籍調査費につきましては、３２ページにかけまして計1,８６７万7,０００円を計上し

ており、次年度以降に計上する予定でありました上野・下益野地区及び厚生町・浦尻地区に係

る地籍調査費用を、国の補正予算の採択を受けたことに伴い、前倒しで補正計上するものであ

ります。 

 同じく、３２ページの８款１項３目非常備消防費、７節報償費１３５万円は、今年度末で退

団される消防団員８名の退職報奨金を計上するものであります。 

 ３３ページをお願いいたします。 

 ９款２項１目学校管理費、１２節委託料５４７万9,０００円は、国の補正予算に係る国庫補

助事業を活用し、小学校におけるコロナ感染防止対策に係る費用を計上するもので、教室等の
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消毒作業に要する費用を計上するものであります。 

 ３４ページをお願いいたします。 

 ９款３項１目学校管理費、１２節委託料１１４万2,０００円は、小学校と同様、国の補正予

算に係る国庫補助事業を活用し、中学校におけるコロナ感染防止対策に係る費用を計上するも

ので、教室等の消毒作業に要する費用を計上するものであります。 

 ９款４項１目社会教育総務費、２２節償還金、利子及び割引料、国庫支出金精算返還金

３１万6,０００円は、令和２年度の放課後児童健全育成事業における国庫支出金の精算返還金

を計上するものであります。 

 次に、歳入について、御説明いたします。 

 １５ページをお願いいたします。 

 １款５項１目入湯税５１０万円の減額につきましては、決算見込みに伴い、減額するもので

あります。 

 １０款１項１目地方交付税２億2,１０１万1,０００円は、今回の補正予算に要する一般財源

の不足分として計上するものであります。 

 １２款１項分担金につきましては、歳出予算の財源として、負担率に基づき計上するもので

あります。 

 １３款１項１目総務使用料、３節情報通信用施設使用料１５９万6,０００円の減額は、関西

ブロードバンドに貸付けしている情報通信用施設の使用料を、全額減免措置としたことにより、

減額するものであります。 

 ２目民生使用料から２０ページの２１款市債につきましては、歳出予算の財源としまして、

その負担率、補助率などに基づく計上のほか、事業費の確定、決算見込み等に伴い、増額及び

減額するものであります。 

 ９ページ及び１０ページをお願いいたします。 

 第２表繰越明許費補正につきましては、年度内に完成が見込めない２５事業について、翌年

度に繰り越しして使用できる予算の限度額を定めるものであります。 

 １１ページをお願いいたします。 

 第３表地方債補正につきましては、既定の地方債の借入限度額について変更するものであり

ます。 

 １ページをお願いいたします。 

 以上によりまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,１８５万3,０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額は１１６億7,２４４万9,０００円となります。 

 以上で、議案第３号「令和３年度土佐清水市一般会計補正予算（第１０号）について」の説
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明を終わります。 

○議長（永野裕夫君） 予算説明中でございますが、この際、暫時休憩をいたします。 

          午前１０時５９分   休  憩 

          午前１１時１２分   再  開 

○議長（永野裕夫君） 休憩前に続いて会議を開きます。 

 引き続き、予算案に対する内容説明を求めます。 

 企画財政課長。 

          （企画財政課長 横山英幸君登壇） 

○企画財政課長（横山英幸君） 引き続き、議案第８号「令和４年度土佐清水市一般会計予算

について」、御説明をいたします。 

 歳出から説明いたします。 

 ４３ページをお願いいたします。 

 ２款１項１目一般管理費、７節報償費のうち、区長手当1,８８７万6,０００円は、市内

６９地区の区長手当を計上するもので、本年度は平成２６年度以来の単価アップを行っており、

対前年度比で１０４万8,０００円の増額予算としております。 

 ４８ページをお願いいたします。 

 ２款１項７目企画振興費、１２節委託料のうち、歴史文化振興事業委託1,３００万円は、現

在愛媛県で公演中のジョン万次郎のミュージカルを本市で開催する費用を計上するもので、こ

の２年間は、コロナの影響により外出自粛を余儀なくされたほか、市民が楽しみにしていたイ

ベントや屋内での催物なども相次いで中止となり、低下した市民の活力向上に向け、開催する

ものであります。財源につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を

見込んでおります。詳細につきましては、予算審議における事業説明書１ページを御参照願い

ます。 

 ５０ページをお願いいたします。 

 ２款１項１０目じんけん総務費には、性的マイノリティやパートナーシップ制度の理解を深

めていただくため、制度の周知及び啓発に係る費用などを計上しております。詳細につきまし

ては、予算審議における事業説明書２ページを御参照願います。 

 ５１ページをお願いいたします。 

 ２款１項１１目情報企画費には、タブレット端末を導入し、議会及び会議等における各種資

料の電子化（ペーパーレス化）を図り、働き方改革の実現・業務の効率化に取り組む費用など

を計上しております。詳細につきましては、予算審議における事業説明書３ページを御参照願

います。 
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 １２節委託料のうち、システム改修委託料1,４８６万9,０００円は、国のオンラインシステ

ムと本市の基幹システムを連動させる費用を計上するものであります。 

 ５３ページをお願いいたします。 

 ２款１項１２目がんばる地方推進費、１８節負担金、補助及び交付金のうち、土佐清水市中

山間地域生活支援総合補助金1,００５万1,０００円は、水道未普及地区の生活用水確保対策に

おける補助金を計上するもので、本年度は鳥渕地区の取水施設の移設に係る補助金を計上して

おります。財源につきましては、県支出金と過疎対策事業債の充当を見込んでおります。 

 ５５ページをお願いいたします。 

 ２款２項１目賦課徴収費につきましては、昨年、機構改革により、税務課と収納推進課を統

合したことに伴い、これまで賦課費と徴収費に「目」を分けて計上していたものを、本年度よ

り賦課徴収費に統合し、税務課全体の予算をこの「目」に計上しております。 

 ５７ページをお願いいたします。 

 ２款３項１目戸籍住民基本台帳費には、昨年に引き続き、国の補助金を活用し、マンナンバ

ーカードの取得率向上を図る予算を計上しており、会計年度任用職員を増員し、交付環境を充

実することに加え、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、コロナ禍に

おける地域経済の活性化が図れるよう、取得者全員に地域電子通貨めじかを5,０００円分付与

する予算を計上しております。詳細につきましては、予算審議における事業説明書４ページを

御参照願います。 

 ５９ページをお願いいたします。 

 ２款４項４目県議会議員選挙費には、令和５年４月２９日に任期満了となる高知県議会議員

選挙に係る準備費用を計上しております。 

 ７目参議院議員選挙費には、令和４年７月２５日に任期満了となる参議院議員選挙に係る費

用を計上しております。 

 ６０ページをお願いいたします。 

 ２款４項８目市議会議員選挙費には、令和４年８月２８日に執行予定の市議会議員選挙に係

る費用を計上しております。 

 ６３ページをお願いいたします。 

 ３款１項１目社会福祉総務費、１２節委託料2,１４５万4,０００円は、中央町のきずなの家

及び３市民センターで実施しておりますあったかふれあいセンターに係る経費を計上しており

ます。 

 １９節扶助費には、児童手当9,４７９万5,０００円のほか、赤ちゃん紙おむつ・粉ミルク購

入支援事業２１６万円を計上しております。 
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 ６４ページをお願いいたします。 

 ３款１項２目障害者福祉費には、市民及び事業所向けの手話教室等に係る予算のほか、

６５ページの１９節扶助費には、更生医療費や障害者自立支援給付費など４億6,８２２万

7,０００円を計上しております。 

 ６６ページをお願いいたします。 

 ３款１項３目老人福祉費、１２節委託料のうち、老人保護措置費委託料 2,４５６万

4,０００円は、養護老人ホーム白藤園等への入所者に要する措置費を計上するものであります。 

 ２７節繰出金３２１万8,０００円は、特別養護老人ホームしおさい特別会計への繰出金を計

上するものであります。 

 ６８ページをお願いいたします。 

 ３款１項５目社会福祉施設費、１４節工事請負費6,０２８万6,０００円は、耐震診断を実施

した結果、耐震性がないと判断された竜串福祉センターの建替工事費と既存施設の解体工事費

用を計上するものであります。財源につきましては、県支出金と地方債の充当を見込んでおり

ます。 

 ７目介護保険対策費、１０節需用費、消耗品費２３４万1,０００円のうち、２３１万円は、

高齢者施設でのコロナ感染拡大防止のため、施設入所前に抗原検査を実施する費用を計上する

ものであります。財源につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を

見込んでおります。詳細につきましては、予算審議における事業説明書５ページを御参照願い

ます。 

 ６９ページをお願いいたします。 

 同じく、３款１項７目介護保険対策費、１８節負担金、補助及び交付金のうち、介護人材等

定着支援事業５００万円は、昨年に引き続き、人材不足が続く医療・介護職場において、コロ

ナ感染者が発生した場合にも対応できる体制を確保するため、市内の医療・介護事業所に就職

した方と受入れした事業所に対する支援金を計上するものであります。財源につきましては、

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を見込んでおります。 

 ７０ページをお願いいたします。 

 ３款１項８目社会長寿費、１８節負担金、補助及び交付金のうち、介護予防拠点整備事業費

補助金８９１万円は、元町地区の介護予防拠点となる集会所を整備する費用を計上するもので

あります。財源につきましては、全額県支出金が交付されることとなっております。 

 ７１ページをお願いいたします。 

 ３款２項１目児童福祉総務費、１２節委託料、ファミリーサポートセンター運営事業業務委

託６９９万6,０００円は、令和３年度に子育て中の家庭を支援するため設立したファミリーサ



－ 20 － 

ポートセンターの運営経費を計上するものであります。財源につきましては、国及び県支出金

３分の２を見込んでおります。 

 ２目保育所運営費には、市内５つの保育所運営に係る費用を計上しており、令和４年５月か

ら、子育て世帯への負担軽減のため、米飯を提供し、完全給食を実施する費用を計上しており

ます。 

 ７６ページをお願いいたします。 

 ３款３項１目生活保護総務費、１８節負担金、補助及び交付金のうち、新型コロナウイルス

感染症生活困窮者自立支援金３６０万円は、令和３年度に引き続き、生活に困窮する世帯に対

し、自立支援につなげるための支援金を計上するものであります。財源につきましては、全額

国庫支出金が充当されることとなっております。 

 ７８ページをお願いいたします。 

 ４款１項１目保健衛生総務費、１４節工事請負費５３６万8,０００円は、災害発生時におき

まして、医療救護所に指定している清水中学校に蓄電池を設置する費用を計上するもので、令

和３年度予算に計上し、実施する予定でありましたが、コロナの影響により資機材が不足し、

令和３年度の事業実施が困難となりましたので、改めて令和４年度に計上し実施するものであ

ります。財源につきましては、県支出金と緊急防災・減災事業債の充当を見込んでおります。 

 ７９ページから８０ページをお願いいたします。 

 ４款１項２目感染症対策費、１２節委託料には、インフルエンザ予防接種委託料や、新型コ

ロナウイルスワクチンの３回目接種に係る委託料などを計上しております。 

 ８３ページをお願いいたします。 

 ４款２項１目清掃総務費、１８節負担金、補助及び交付金のうち、幡多広域市町村圏事務組

合負担金１億4,０３４万6,０００円は、幡多クリーンセンターの運営に係る市町村負担金を計

上するもので、本年度から実施予定の施設の大規模改修に係る負担金も含んでおります。 

 同じく、１８節負担金、補助及び交付金のうち、高知県産業廃棄物最終処分場建設負担金

２１４万7,０００円は、佐川町に建設する管理型産業廃棄物最終処分場の建設費用の本市負担

金を計上するものであります。 

 ２目塵芥処理費には、令和４年度から小型家電リサイクル事業を実施する費用を計上してお

り、本庁や市民センター等に回収ボックスを設置し、家庭から出る小型家電を回収し、幡多ク

リーンセンターへ集積するものであります。詳細につきましては、予算審議における事業説明

書６ページを御参照願います。 

 ８６ページから８７ページをお願いいたします。 

 ５款１項２目農業総務費、１２節委託料のうち、新地場産品販売施設工事監理業務委託から
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８７ページの新地場産品販売施設仮設店設置業務委託までの計９６５万円と、１４節工事請負

費のうち、新地場産品販売施設建築工事２億7,１４６万9,０００円、地場産品販売施設解体工

事５７７万5,０００円の合計２億8,６８９万4,０００円は、道の駅めじかの里土佐清水の改修

に係る費用を計上するものであります。財源につきましては、国及び県支出金と過疎対策事業

債の充当を見込んでおります。 

 １８節負担金、補助及び交付金には、中山間地域における耕作放棄地の発生を防止し、農業

の多面的機能の確保を図るため、中山間地域等直接支払交付金1,７７４万円のほか、農業・農

村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、地域内の農業者が共同で取り組む活動を支援

する多面的機能支払交付金3,１５１万3,０００円を計上しております。 

 ８８ページをお願いいたします。 

 同じく、１８節のうち、地域営農支援事業費補助金1,３３１万2,０００円は、加久見と宗呂

の集落営農組織が実施する農業用機械の導入等に対する補助金を計上するものであります。 

 同じく、１８節のうち、原油価格高騰施設園芸緊急支援事業１２０万円は、コロナによる市

場停滞に伴い、農業所得が減少していることに加え、燃料高騰によりさらなる負担を強いられ

ている施設園芸従事者に、燃料１リットル当たり３円の補助を行う費用を計上するものであり

ます。財源につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を見込んでお

ります。詳細につきましては、予算審議における事業説明書７ページを御参照願います。 

 次に、９０ページから９１ページをお願いいたします。 

 ５款２項２目林業振興費につきましては、森林環境譲与税を活用して行う事業に係る経費を

計上しております。９１ページの１２節委託料のうち、未整備森林等調査業務委託４８１万

7,０００円は、森林経営管理制度に基づく未整備森林等の調査・測量等を実施するものであり

ます。 

 同じく、１２節委託料のうち、水源林等管理業務委託１５０万円は、市内の水源かん養林の

保全及び水源かん養機能の向上に係る費用を計上するものであります。 

 １８節負担金、補助及び交付金のうち、未来へつなぐ森づくり支援事業費補助金１００万円

は、地域で森林整備の活動を実施する費用に対し補助を行うものであります。 

 同じく、１８節山のお手入れ支援事業費補助金３１９万円は、未整備森林の搬出間伐に要す

る費用に対し補助を行うものであります。 

 同じく、１８節森をもりあげる担い手支援事業費補助金１５０万円は、林業従事者増を図る

ため、チェーンソー等の機器類の購入補助を行うものであります。 

 ９３ページをお願いいたします。 

 ５款２項４目林道費、１４節工事請負費６００万円は、経年劣化に伴う林道立石線の橋梁保
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全工事費を計上するものであります。財源につきましては、県支出金と過疎対策事業債の充当

を見込んでおります。 

 ９５ページをお願いいたします。 

 ５款３項１目水産業総務費、１８節負担金、補助及び交付金のうち、燃油高騰対策補助金

７３０万円は、コロナによる市場停滞に伴い、漁業所得が減少していることに加え、燃料高騰

により、さらなる負担を強いられている漁業従事者に燃料１リットル当たり３円の補助を行う

費用を計上するものであります。財源につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金を見込んでおります。詳細につきましては、予算審議における事業説明書８ペー

ジを御参照願います。 

 ９６ページをお願いいたします。 

 ５款３項３目漁港建設費、１４節工事請負費のうち、中ノ浜漁港ストックマネジメント工事

4,０００万円は、平成２８年度に策定した保全計画及び令和２年度に実施した測量設計に基づ

き工事を実施するものであります。財源につきましては、県支出金と地元分担金及び過疎対策

事業債の充当を見込んでおります。 

 ６款１項１目商工振興費には、コロナ対策として、地域電子通貨めじかに係る事業費を計上

しており、本年度は市民への一律給付は行わず、キャンペーン実施によるポイント付与と、引

き続き実施するチャージ料に対するポイント付与は３％としております。財源につきましては、

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を見込んでおります。詳細につきましては、

予算審議における事業説明書９ページを御参照願います。 

 ９８ページをお願いいたします。 

 同じく、６款１項１目１８節負担金、補助及び交付金のうち、事業継続・拡大応援事業補助

金５５０万円は、市内事業者を対象に、コロナ禍における感染防止のための環境整備や、アフ

ターコロナを見据えた事業展開に要する費用を補助するものであります。財源につきましては、

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を見込んでおります。 

 ６款１項３目観光振興費、７節報償費3,５００万円は、コロナ禍における観光誘客事業とし

て、個人宿泊客には１人１泊2,０００円から5,０００円分のめじかカードを、団体客には１人

１泊2,０００円分のめじかカードを配布する費用を計上するものであります。財源につきまし

ては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を見込んでおります。 

 ９９ページの１２節委託料のうち、足摺宇和海国立公園５０周年記念イベント事業３５０万

円は、国立公園指定５０周年に当たり、地域の食をテーマとしたイベントを開催する費用を計

上するものであります。詳細につきましては、予算審議における事業説明書１０ページを御参

照願います。 
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 １４節工事請負費のうち、ぐるっと竜串ウエストパーク整備工事9,０７０万円は、再整備が

進む竜串エリアの西側部分（旧レスト竜串の跡地）に、イベント広場や遊具つきのこども広場

等の整備費用を計上するものであります。財源につきましては、県支出金と過疎対策事業債の

充当を見込んでおります。 

 １７節備品購入費３４４万6,０００円は、電動の３輪自動車（トゥクトゥク）を購入するも

ので、竜串エリア全体への誘客・周遊を図るため、ぐるっと竜串の東側と西側を結ぶ移動手段

として活用するものであります。財源につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金を見込んでおります。詳細につきましては、予算審議における事業説明書１１ペ

ージを御参照願います。 

 １００ページをお願いいたします。 

 同じく、６款１項３目観光振興費、１８節負担金、補助及び交付金、観光客誘客促進事業補

助金６２３万8,０００円のうち２８２万円は、令和３年度につくり上げた謎解きをツールとし

た宿泊と周遊観光のセット商品を、あしずり温泉協議会に加盟する施設が新たな宿泊型観光商

品として販売し、誘客を図る費用を補助するものであります。財源につきましては、新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を見込んでおります。詳細につきましては、予算審

議における事業説明書１２ページを御参照願います。 

 １０１ページをお願いいたします。 

 ６款１項４目観光商工施設費、１４節工事請負費のうち、爪白キャンプ場改修工事７７７万

9,０００円は、管理棟及び屋外炊事場の雨よけ屋根の増設と更衣室のエアコン設置費用を計上

するものであります。 

 １０２ページをお願いいたします。 

 ６款１項５目ジオパーク推進費には、これまでと同様、ジオパークの推進、足摺宇和海国立

公園竜串ビジターセンターの運営に係る経費のほか、足摺宇和海国立公園５０周年記念事業の

開催に係る費用を計上しております。詳細につきましては、予算審議における事業説明書

１３ページを御参照願います。 

 １０３ページをお願いいたします。 

 ６款１項６目ふるさと魅力推進費には、ふるさと納税の寄附額を２億円と見込み、返礼品代

や送料のほか、ポータルサイトに係る手数料や利用料などを計上しているほか、１０４ページ

の１２節委託料、地場産品ＰＲ事業は、ＳＮＳを活用して地場産品をＰＲする事業費を計上す

るものであります。詳細につきましては、予算審議における事業説明書１４ページを御参照願

います。 

 １０７ページをお願いいたします。 
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 ７款２項１目道路新設改良費、１４節工事請負費には、社会資本整備総合交付金を活用して

実施する市道加久見広畑以布利線改良工事や、市道及び橋梁の改修工事費として１億

1,０３０万円のほか、市道改良単独事業工事として市道８路線の改良工事を予定しており、計

5,３７６万円を計上しております。 

 ７款３項１目河川費、１４節工事請負費には、市が管理する普通河川のしゅんせつ及び改修

工事費として計1,２２０万円を計上しております。 

 １０８ページをお願いいたします。 

 ７款４項１目都市計画総務費、１２節委託料、宅地耐震化推進事業７８０万円は、大地震が

発生した際に、大きな被害が生じるおそれがある大規模盛土造成地の調査を行うための計画を

策定する費用を計上するものであります。財源につきましては、国庫支出金２分の１を見込ん

でおります。詳細につきましては、予算審議における事業説明書１５ページを御参照願います。 

 １０９ページをお願いいたします。 

 ７款４項２目公園費、１４節工事請負費のうち、体育館屋根等改修工事１億9,０４２万円は、

市民体育館の屋根の改修に係る費用などを計上するものであります。財源につきましては、国

庫支出金と過疎対策事業債の充当を見込んでおります。 

 同じく、１４節工事請負費のうち、総合公園大規模遊具設置工事3,０００万円は、老朽化に

伴い、現在、使用を禁止しているじんべえ公園の大型遊具の更新費用を計上するものでありま

す。財源につきましては、国庫支出金と過疎対策事業債の充当を見込んでおります。 

 ３目清水第三土地区画整理費、１８節負担金、補助及び交付金は、清水第三土地区画整理組

合への補助金として1,４３４万円を計上しております。 

 １１１ページをお願いいたします。 

 ７款５項１目住宅管理費、１４節工事請負費のうち、社会資本整備総合交付金事業

1,２００万円は、市営住宅曙団地２号棟の外壁改修工事費を計上するものであります。財源に

つきましては、国庫支出金２分の１を見込んでおります。 

 ８款１項４目消防施設費、１４節工事請負費には、県道足摺岬公園線の道路拡幅工事に伴い、

既存の津呂地区消防屯所を移転改築する費用として2,４７７万5,０００円を計上しております。 

 １１６ページをお願いいたします。 

 ８款１項６目１８節負担金、補助及び交付金１億1,１０６万2,０００円は、木造住宅耐震改

修費補助金として４０件分の4,５００万円、老朽住宅除却事業費補助金として４０件分の

4,１１２万円などの予算を計上するものであります。 

 １１９ページをお願いいたします。 

 ９款１項２目事務局費、１８節負担金、補助及び交付金のうち、人材育成奨学資金等助成金
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２９万4,０００円は、若者の定住を目的に平成２９年度に創設した助成事業で、清水高校卒業

生に限り、大学等へ進学後、本市で就職した際に奨学資金の返還額を助成するというもので、

助成対象者２名分の予算を計上するものであります。 

 ２０節貸付金のうち、奨学資金貸付金3,３６０万円は高校生１０人、短大・専門学校生

２１人、大学・大学院生５１人の計８２人に対する奨学資金であります。また、入学準備金

２０万円は、清水高校と指定校締結をしている関西学院大学への入学準備金１名分を計上して

おります。 

 １２２ページをお願いいたします。 

 ９款２項２目教育振興費、１９節扶助費には、小学校に係る扶助費として、７５人分の就学

援助費６４８万8,０００円と１４人分の特別支援教育就学奨励費９２万円を計上しております。 

 １２５ページをお願いいたします。 

 ９款３項２目教育振興費、１９節扶助費には、中学校に係る扶助費として、４７人分の就学

援助費６４０万9,０００円と８人分の特別支援教育就学奨励費９８万円を計上しております。 

 １２６ページをお願いいたします。 

 ９款４項１目社会教育総務費、１２節委託料には、歴史の道百選に選定されている真念庵の

遍路道を、国指定文化財とするための測量費用として３８２万8,０００円を計上しております。 

 １２８ページをお願いいたします。 

 ９款４項５目文化芸術振興費、１４節工事請負費１８１万9,０００円は、市民文化会館の地

下シャワー室及び更衣室等を経年劣化に伴い、改修する費用を計上するものであります。 

 １２９ページをお願いいたします。 

 ９款５項１目保健体育費、１２節委託料のうち、地域運動部活動推進事業１６０万

1,０００円は、外部指導者の指導により実施している中学校の部活動を地域のスポーツクラブ

が支援することにより、部活動の維持・存続を図る事業費を計上するものであります。財源に

つきましては、全額国庫支出金が充当されることとなっております。詳細につきましては、予

算審議における事業説明書１６ページを御参照願います。 

 ９款６項１目教育センター費には、１８歳未満で無償で家族の世話をするヤングケアラーの

支援体制を強化するため、教育センターの家庭児童相談室に、ヤングケアラーコーディネータ

ー１名を配置する費用を計上しております。財源につきましては、国庫支出金３分の２を見込

んでおります。詳細につきましては、予算審議における事業説明書１７ページを御参照願いま

す。 

 １３２ページをお願いいたします。 

 １１款１項１目には、起債の元金償還額として１６億3,９６５万4,０００円、２目には、起
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債利子として5,２０６万7,０００円と、一時借入金利子５０万円の計5,２５６万7,０００円を

計上しております。 

 １３３ページから１３９ページには給与費明細書を、また、１４０ページから１４１ページ

には債務負担行為に係る調書を、１４２ページには地方債残高に関する調書をそれぞれ添付を

しておりますので御参照をお願いいたします。 

 次に、歳入について御説明をいたします。 

 １５ページをお願いいたします。 

 １款１項市民税につきましては、前年度の課税実績をベースに試算し、１目個人に３億

8,３１１万1,０００円、２目法人に4,５４９万8,０００円を計上しております。 

 ２項固定資産税につきましては、前年度の課税実績のほか、令和３年度限りのコロナの影響

による軽減特例措置の終了などを考慮し、１目固定資産税に５億3,９６４万7,０００円、２目

国有資産等所在市町村交付金及び納付金に1,０４７万5,０００円を計上しております。 

 ３項軽自動車税につきましては車種別税額、現在の課税台数をもとに、１目軽自動車税に

5,２３９万6,０００円、２目環境性能割に１７８万8,０００円を計上しております。 

 １６ページをお願いいたします。 

 ４項市たばこ税につきましては、消費本数が年々減少しているものの、令和３年１０月に税

率改正により増税となったことなどを考慮し、8,４０５万4,０００円を計上しております。 

 ５項入湯税につきましては、コロナの影響が不透明な状況ではありますが、コロナ前の令和

元年度実績をもとに1,２３７万8,０００円を計上しております。 

 ２款地方譲与税から１８ページの１１款交通安全対策特別交付金までは、地方財政計画や県

の試算等を参考に見込んでおります。 

 １９ページをお願いいたします。 

 １３款１項使用料につきましては、それぞれ施設の使用料及び占用料を計上しております。 

 ２２ページをお願いいたします。 

 １３款２項手数料につきましては、それぞれの事務、業務に係る手数料を計上しております。 

 ２３ページをお願いいたします。 

 １４款１項国庫負担金から３２ページの１５款３項県委託金までは、歳出で説明をいたしま

した各事業、業務の財源として、国や県の負担率、補助率等に基づいて計上しております。 

 ３２ページをお願いいたします。 

 １６款１項財産運用収入につきましては、市有財産の貸付収入、各種基金利子及び株式配当

金などを計上しております。 

 ３３ページをお願いいたします。 
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 １７款１項５目商工費寄附金は、ふるさと納税に係る寄附金を２億円計上しております。 

 ３４ページをお願いいたします。 

 １８款１項基金繰入金のうち、５目ふるさと元気基金繰入金２億円は農地等の維持管理、有

害鳥獣捕獲対策、学校給食、観光誘客、文化財の保存、ふるさと元気寄附金推進事業などに充

当することとしております。 

 １３目減債基金繰入金1,４１１万3,０００円は、過去に実施した事業の財源として交付され

た県支出金を、県の補助要綱により減債基金に積み立てており、当該事業に係る起債の償還が

令和４年度から開始されることに伴い、その財源として繰入れするものであります。なお、本

年度から本事業の該当となるのは、浦尻冷凍保管施設整備事業と小学校エアコン設置事業とな

ります。 

 １６目ふるさと水と土基金繰入金３７４万3,０００円は、農林水産課所管の多面的機能支払

交付金事業に充当することとしております。 

 ３９ページをお願いいたします。 

 ２１款１項市債につきましては、４１ページの１０目臨時財政対策債に 7,５５７万

5,０００円を計上し、１目総務債から９目災害復旧事業債までは歳出予算の財源として、それ

ぞれの充当率に基づき計上しております。 

 ９ページをお願いいたします。 

 第２表債務負担行為につきましては、事項ごとに期間及び限度額を定めるものであります。

土佐清水市史編さん業務委託につきましては、期間の延長と限度額の増額を行うものでありま

す。 

 １０ページから１１ページをお願いいたします。 

 第３表地方債につきましては、それぞれの起債の目的ごとに限度額、起債の方法、利率、償

還の方法を定めるものであります。 

 １ページをお願いいたします。 

 以上によりまして、令和４年度土佐清水市一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ９６億

5,８００万円となります。 

 なお、一時借入金の借入れの最高額を２０億円と定めております。 

 以上で、議案第８号「令和４年度土佐清水市一般会計予算について」の説明を終わります。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 次に、議案第４号「令和３年度土佐清水市国民健康保険事業特別会計

補正予算（第３号）について」、議案第６号「令和３年度土佐清水市後期高齢者医療特別会計

補正予算（第２号）について」、議案第９号「令和４年度土佐清水市国民健康保険事業特別会
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計予算について」、議案第１１号「令和４年度土佐清水市後期高齢者医療特別会計予算につい

て」及び議案第１２号「令和４年度土佐清水市再生可能エネルギー事業特別会計予算につい

て」、以上５件について説明を求めます。 

 市民課長。 

          （市民課長 岡田旭生君登壇） 

○市民課長（岡田旭生君） それでは、よろしくお願いいたします。 

 議案第４号「令和３年度土佐清水市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）につい

て」、御説明いたします。 

 歳出から御説明いたします。 

 補正予算書の９ページをお願いいたします。 

 ２款１項１目１８節負担金、補助及び交付金、一般被保険者療養給付費4,５２２万円につき

ましては、決算見込みに伴い不足額を計上するものです。 

 １１款１項１目予備費２１４万円につきましては、今回の補正に伴う歳入超過の調整として

計上いたしました。 

 続いて歳入を御説明いたします。 

 ８ページをお願いいたします。 

 ４款１項１目１節保険給付費等交付金（普通交付金）4,５２２万円につきましては、先に歳

出で御説明いたしました、一般被保険者療養給付費が高知県より同額交付されることに伴い計

上いたしました。 

 ６款１項１目一般会計繰入金２１４万円につきましては、財政安定化支援事業繰入金が確定

したことにより計上いたしました。 

 １ページをお願いいたします。 

 以上によりまして、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ4,７３６万円を追加し、予算総額は、

歳入歳出それぞれ２２億5,４８０万円となります。 

 以上で、議案第４号「令和３年度土佐清水市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

について」の説明を終わります。 

 次に、議案第６号「令和３年度土佐清水市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につ

いて」、御説明いたします。 

 歳出から御説明いたします。 

 補正予算書の７ページをお願いいたします。 

 ２款１項１目１８節負担金、補助及び交付金、後期高齢者医療広域連合納付金１４５万

6,０００円につきましては、歳入である保険料と保険基盤安定繰入金を財源として納付するも



－ 29 － 

ので、保険料の決算見込みに伴い不足額を計上するものです。 

 続いて歳入を御説明いたします。 

 ６ページをお願いいたします。 

 １款１項１目１節特別徴収保険料、現年度分２４１万5,０００円の減額と１款１項２目１節

普通徴収保険料、現年度分３８７万1,０００円の増額につきましては、歳出で御説明いたしま

した後期高齢者医療広域連合納付金に充当する財源となるもので、歳出と同額を計上いたしま

した。 

 １ページをお願いいたします。 

 以上によりまして、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１４５万6,０００円を追加し、予算

総額は、歳入歳出それぞれ３億６５３万5,０００円となります。 

 以上で、議案第６号「令和３年度土佐清水市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）に

ついて」の説明を終わります。 

 次に、議案第９号「令和４年度土佐清水市国民健康保険事業特別会計予算について」、御説

明いたします。 

 最初に、国保制度の改正及び改定について御説明いたします。 

 まず、１つ目は、小学校入学前の未就学児の均等割保険税を、現行の法定軽減であります

７割・５割・２割の軽減に加え、軽減後の残りの５割及び軽減の適用を受けられない未就学の

被保険者に対しても、５割を公費負担により軽減する改正がなされました。 

 ２つ目としまして、国保税の賦課限度額が引き上げられます。昨年は据置きとなりましたが、

２年ぶりとなる基礎課税分を２万円引き上げ、６３万円から６５万円に、後期高齢者支援金分

が１万円引き上げ、１９万円から２０万円に、介護納付分は据え置き、賦課限度額が９９万円

から１０２万円になります。 

 ３つ目は、原則２年に一度行われる診療報酬の改定であります。医師や看護師らの人件費や

技術料に当たる本体部分を０.４３％引き上げとなりましたが、薬の公定価格の薬価・材料部

分が１.３７％引き下げられ、診療報酬全体ではマイナス改定となります。 

 予算編成に当たりましては、これらを踏まえた上で、県から示された国民健康保険事業費納

付金を納めるための様々な歳入を見込み、過去の実績及び医療費の動向等を考慮した上で予算

計上をしております。 

 それでは、歳出から主なものを御説明いたします。 

 予算書１５４ページから１５５ページをお願いいたします。 

 １款１項総務管理費は、国保運営を行うための人件費や、専門的かつ効率的に業務を行う委

託料、負担金ほか4,７１０万7,０００円を計上しております。 
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 １５６ページから１５８ページをお願いいたします。 

 ２款保険給付費は、外来や入院、調剤などに係る療養給付費や、高額療養費などでありまし

て、被保険者の動向、１人当たりの医療費、医療費の伸び率、過去の実績等を考慮して、２款

全体で１５億2,１２９万9,０００円を計上しております。 

 １５８ページ下段、３款国民健康保険事業費納付金は、高知県が県全体の医療費を賄うため

に必要な金額を算定し、その金額を県に納めるもので、県の通知に基づき１項医療給付費分

３億3,２５８万円。 

 １５９ページをお願いいたします。 

 ３款２項後期高齢者支援金等分１億２０６万4,０００円、３項介護納付金分4,０５７万

9,０００円を計上しております。 

 ６款１項特定健康診査等事業費では、４０歳から７４歳までの被保険者を対象に行う、集団

及び個別の特定健康診査委託料や、健診結果に基づく特定保健指導の関係経費等を1,７２１万

9,０００円を計上しております。 

 １６０ページをお願いいたします。 

 ６款２項保健事業費では、疾病の予防、早期発見による重症化、長期化の防止や健康の保持

増進を目的に、糖尿病予防、ジェネリック医薬品普及促進事業費等として２８２万2,０００円

を計上しており、ジェネリック医薬品の数量ベースでの普及率は、令和３年１０月診療分で

７９.８６％となっております。 

 次に、歳入について主なものを御説明いたします。 

 １５０ページをお願いいたします。 

 １款国民健康保険税は、現行の税率で、過去の税収実績及び令和３年度の収入見込額を考慮

し、３億2,７２４万2,０００円を計上しております。 

 １５１ページをお願いいたします。 

 ３款１項１１目災害等臨時特例補助金は、新型コロナウイルス感染症により減免となった保

険税に対する財政支援として1,０５５万2,０００円を計上しております。 

 ４款１項１目１節保険給付費等交付金（普通交付金）は、県が、各市町村の必要な保険給付

費額を交付するもので、歳出で計上しております保険給付費から、ルールとして出産育児一時

金、葬祭費及び傷病手当金分を除いた１５億1,１７６万7,０００円を計上しております。 

 ２節保険給付費等交付金（特別交付金）は、保険者努力支援、国・県の特別調整交付金、特

定健康診査等負担金等合わせて5,７６５万3,０００円を計上しております。 

 １４３ページをお願いいたします。 

 これにより、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２１億5,８７１万4,０００円となり
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ます。 

 条文の第２条では、一時借入金の借入最高額を、４億円と定めております。 

 第３条では、歳出予算の各項間で流用することができる場合を定めておりまして、２款保険

給付費を対象としております。 

 以上で、議案第９号「令和４年度土佐清水市国民健康保険事業特別会計予算について」の説

明を終わります。 

 次に、議案第１１号「令和４年度土佐清水市後期高齢者医療特別会計予算について」、御説

明いたします。 

 最初に、制度改正及び改定について主なものを御説明いたします。 

 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律が成立し、

令和４年１０月から、一定以上の所得等を有する被保険者の医療費の窓口負担割合が、１割ま

たは３割負担に加え、３年間の激変緩和措置を設け、２割負担が追加されます。 

 また、高齢者の医療の確保に関する法律施行令で、賦課限度額が６４万円から６６万円にな

り、高知県後期高齢者医療広域連合が２年に一度見直すこととなっております保険料率につき

ましては、均等割額が５万4,３１６円から5万5,５００円に、所得割率が１０.４９％から

１０.５％に改定されます。 

 次に、高知県後期高齢者医療広域連合の医療給付等について御説明いたします。 

 令和２年度保険給付費決算額は1,３６９億6,２３１万7,３６１円、被保険者数１２万

7,６００人、１人当たりの医療費が１１５万2,６３１円となっております。 

 それでは、２０６ページの歳入から御説明いたします。 

 １款１項後期高齢者医療保険料は、保険料率改定による影響や、過去の税収実績、令和３年

度の収入見込額等を考慮し、２億1,２３５万9,０００円を計上しております。 

 ４款１項２目保険基盤安定繰入金は、保険料の軽減分について一般会計から繰入れするもの

でありまして、財源の４分の３が県負担金で9,９９４万1,０００円を計上しております。 

 次に、２０８ページの歳出をお願いいたします。 

 １款総務費は、人件費など事務に必要な経費として６０６万4,０００円を計上しております。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金は、歳入で御説明いたしました保険料と保険基盤安定繰

入金、延滞金及び繰越金を財源として広域連合に納付するもので３億1,１８０万1,０００円を

計上しております。 

 ２０１ページをお願いいたします。 

 これにより、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億2,０４６万5,０００円となりま

す。 
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 以上で、議案第１１号「令和４年度土佐清水市後期高齢者医療特別会計予算について」の説

明を終わります。 

 次に、議案第１２号「令和４年度土佐清水市再生可能エネルギー事業特別会計予算につい

て」、御説明いたします。 

 それでは、２２１ページ歳出から御説明いたします。 

 １款総務費3,１１４万4,０００円は、人件費など事務に必要な経費や、太陽光発電施設を適

正に管理するための役務費や委託料、売電収入に係る消費税等を計上しております。 

 ２２２ページをお願いいたします。 

 ２款再生可能エネルギー事業費1,６９２万9,０００円は、地球温暖化対策として二酸化炭素

排出量の抑制に努め、クリーンエネルギーの積極的な利用を促すため、太陽光売電収入を活用

した事業を実施するための補助金等を計上しております。 

 ３款公債費5,５１５万7,０００円につきましては、起債の償還元金5,１８０万5,０００円と、

利子３３５万2,０００円を計上しております。 

 次に、２２０ページの歳入をお願いいたします。 

 ３款諸収入のうち、１項１目売電収入につきましては、過去の実績等を考慮し太田発電所と

中浜発電所を合わせて１億１６６万3,０００円を見込み、計上いたしました。 

 ２項雑入２０６万6,０００円は、こうち・しみずメガソーラー株式会社からの配当金等を計

上しております。 

 ２１５ページをお願いいたします。 

 これにより、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億３７３万円となります。 

 また、一時借入金の借入れの最高額は2,０００万円と定めました。 

 以上で、議案第１２号「令和４年度土佐清水市再生可能エネルギー事業特別会計予算につい

て」の説明を終わります。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（永野裕夫君） この際、午食のため、午後１時２０分まで休憩をいたします。 

          午後 ０時０８分   休  憩 

          午後 １時２０分   再  開 

○議長（永野裕夫君） 休憩前に続いて、会議を開きます。 

 午前に引き続き予算案及び条例案等に対する内容説明を求めます。 

 次に、議案第５号「令和３年度土佐清水市介護保険特別会計補正予算（第３号）について」

及び議案第１０号「令和４年度土佐清水市介護保険特別会計予算について」、以上２件につい

て説明を求めます。 
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 健康推進課長。 

          （健康推進課長 山下 育君登壇） 

○健康推進課長（山下 育君） よろしくお願いします。 

 議案第５号「令和３年度土佐清水市介護保険特別会計補正予算（第３号）について」、説明

いたします。 

 歳入歳出、一括して説明いたします。 

 補正予算書の８ページから９ページをお願いします。 

 ９ページの歳出、５款１項１目保健福祉事業費、１８節負担金、補助及び交付金のセルフケ

アプランセンター事業支援補助金１２８万1,０００円は、介護支援専門員の不足に伴い、セル

フケアプランの作成支援を行うため、渭南病院に設立されたセルフケアプランセンターへの事

業支援に係る補助金を１２月会議において一般会計で計上しておりましたが、要介護者支援と

して、保健福祉事業において実施できることになりましたので、８ページの歳入、３款２項

４目保険者機能強化推進交付金を財源として計上したものです。 

 １ページをお願いいたします。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、１２８万1,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額は歳入歳出それぞれ２１億6,１４１万1,０００円となります。 

 以上、議案第５号「令和３年度土佐清水市介護保険特別会計補正予算（第３号）について」

の説明を終わります。 

 続きまして、議案第１０号「令和４年度土佐清水市介護保険特別会計予算について」、主な

ものを説明いたします。 

 予算書をお願いいたします。１８３ページをお願いいたします。 

 歳出から説明いたします。 

 １款１項１目一般管理費は、事務職員の人件費等として2,６４１万3,０００円を計上いたし

ました。 

 １８４ページをお願いいたします。 

 １款３項介護認定審査会費は、１目介護認定審査会費として介護認定審査会審査委員報酬及

び旅費を３２８万6,０００円、２目認定調査等費は、介護認定調査員の人件費並びに１１節役

務費、手数料として認定申請に伴う主治医意見書料など2,６５２万2,０００円、合わせて

2,９８０万8,０００円を計上いたしました。 

 １８５ページから１８７ページをお願いいたします。 

 ２款１項介護サービス等諸費の１目から１０目までは、居宅介護サービス給付費など介護サ

ービス関連費用として、給付費見込額により、１８６ページになりますが合計で１６億
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6,６０５万円を計上いたしました。 

 ２款２項介護予防サービス等諸費の１目から８目までは、要支援１・２の方を対象とする給

付費として、介護予防サービス給付費など、１８７ページになりますが合計で5,０９９万

3,０００円を計上いたしました。 

 １８８ページをお願いいたします。 

 ２款４項高額介護サービス等費の１目及び２目は、要介護１から５の方並びに要支援１・

２の方が対象となるサービスで、同じ月に利用したサービスの自己負担の合計額が一定の額を

超えた場合、その超えた金額を支給するもので、合計で5,２４０万円を計上いたしました。 

 １８９ページをお願いいたします。 

 ２款６項特定入所者介護サービス等費の１目から４目までは、低所得の要介護者が施設サー

ビス等を利用したときの食費・居住費の補足給付サービス費として合計で 9,４６５万

4,０００円を計上いたしました。 

 １９０ページから１９２ページをお願いいたします。 

 ４款１項１目介護予防・生活支援サービス事業費は、訪問型サービス、通所型サービスを行

う介護予防・生活支援総合事業など、1,９４１万4,０００円を計上いたしました。 

 ４款２項１目一般介護予防事業費は、１９１ページになりますが、介護予防普及啓発・地域

介護予防活動支援事業など、一般高齢者等の介護予防事業として4,５０１万3,０００円を計上

いたしました。 

 ４款３項１目包括的支援事業費は、総合相談支援事業や認知症対策、在宅医療・介護連携推

進事業を行う高齢者包括的支援事業など、4,９９５万8,０００円を計上いたしました。 

 １９２ページの同じく２目任意事業費は、配食サービスや成年後見制度普及啓発・相談支援

事業を行う高齢者任意事業など、1,３５８万5,０００円を計上いたしました。 

 ５款１項１目保健福祉事業費は、支援を要する高齢者等のための生活支援並びにセルフケア

プランセンター事業支援補助金や紙おむつ給付事業として、６００万円を計上いたしました。 

 次に、１７８ページ歳入をお願いいたします。 

 １款１項１目第１号被保険者保険料は、保険料を段階別に積み上げた保険料見込額として、

１節現年度分特別徴収保険料２億6,２６１万4,０００円、２節現年度分普通徴収保険料

3,０２１万7,０００円を計上いたしました。 

 ３款１項１目介護給付費負担金は、１節現年度分として、負担割合に基づき３億2,９７３万

7,０００円を計上いたしました。 

 ３款２項１目調整交付金、１節現年度分調整交付金１億8,３２８万5,０００円は、本市の後

期高齢者の割合や所得に係る調整等による、介護給付費見込額及び介護予防・日常生活支援総
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合事業費見込額をもとに計上いたしました。 

 １７９ページをお願いいたします。 

 ３款２項２目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）は、１節現年度分と

して負担割合に基づき1,３４７万4,０００円を計上いたしました。 

 同じく、３目地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）は、１節現年度分として

負担割合に基づき2,４４６万4,０００円を計上いたしました。 

 同じく、４目保険者機能強化推進交付金と、１１目介護保険保険者努力支援交付金は国の定

めた指標及び交付見込額により、それぞれ４００万円を計上いたしました。 

 ４款１項支払基金交付金は、２号被保険者分として、負担割合に基づき１目介護給付費交付

金、２目地域支援事業支援交付金、合わせて５億2,３５７万7,０００円を計上いたしました。 

 ５款１項県負担金、１目介護給付費負担金は、１節現年度分として負担割合に基づき２億

7,８５９万9,０００円を計上いたしました。 

 １８０ページから１８１ページをお願いいたします。 

 ５款２項県補助金、１目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）、２目地

域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）は、地域支援事業費見込額に対し、負担割

合に基づき合わせて2,０６５万3,０００円を計上いたしました。 

 ７款１項１目介護給付費繰入金の１節現年度分２億3,３９７万5,０００円は、介護給付費見

込額に対し、負担割合に基づき計上いたしました。 

 １８１ページになりますが、同じく、２目地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総

合事業）として８４２万1,０００円、３目地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）

として1,２２３万3,０００円を、それぞれ地域支援事業費見込額に対し、負担割合に基づき計

上いたしました。 

 同じく、４目低所得者保険料軽減繰入金は、所得区分の第１段階から第３段階の保険料を軽

減するため3,４３０万4,０００円を計上いたしました。 

 同じく、５目その他一般会計繰入金は、職員給与費等として5,６３４万2,０００円を計上い

たしました。 

 一般会計からの繰入金は、合計３億4,５２７万6,０００円となります。 

 ７款２項１目介護給付費準備基金繰入金は、介護給付費等に充てるため 4,２６９万

1,０００円を計上いたしました。 

 １７１ページをお願いいたします。 

 以上によりまして、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２０億8,５６８万9,０００円

となります。 
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 なお、一時借入金の借入れの最高額は、２億円と定めるものとしております。 

 以上で、議案第１０号「令和４年度土佐清水市介護保険特別会計予算について」の説明とさ

せていただきます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 次に、議案第１３号「令和４年度土佐清水市特別養護老人ホームしお

さい特別会計予算について」、説明を求めます。 

 特別養護老人ホームしおさい園長。 

          （しおさい園長 畑山正王君登壇） 

○しおさい園長（畑山正王君） 議案第１３号「令和４年度土佐清水市特別養護老人ホームし

おさい特別会計予算について」、主なものを御説明いたします。 

 まず、歳出から御説明いたします。 

 予算書の２３７ページをお願いいたします。 

 １款１項１目施設介護サービス管理費では、歳出総額３億1,７８５万5,０００円を計上して

おります。 

 主なもので、職員人件費として２節給料１億 6,７３５万5,０００円、３節職員手当等

8,２５６万7,０００円、４節共済費4,６１２万2,０００円、合計２億9,６０４万4,０００円を

計上しております。 

 次に、１２節委託料として、夜間警備等の業務委託として９６２万円を計上しております。 

 ２３８ページをお願いいたします。 

 １３節使用料及び賃借料として、特殊浴槽ほか借上料等としまして３８９万1,０００円を計

上しております。 

 次に、２款１項１目施設介護サービス事業費で、5,６０３万2,０００円を計上しております。 

主なものとして、１０節需用費4,９７５万2,０００円の内訳は、光熱水費1,２００万円、賄材

料費2,９６９万円が主なものとして計上しております。 

 ２３９ページをお願いいたします。 

 ３款１項１目短期入所生活介護事業費で、4,４２４万3,０００円を計上しております。 

 主なもので、職員人件費として２節給料2,１１５万7,０００円、３節職員手当等1,００９万

5,０００円、４節共済費５８２万9,０００円の合計3,７０８万1,０００円を計上しております。 

 次に、光熱水費、賄材料費を含む１０節需用費としまして、６３０万円を計上しております。 

 続きまして、２３４ページ歳入について説明いたします。 

 １款１項１目施設介護サービス費収入２億5,９１５万5,０００円及び１款２項１目自己負担

金収入6,８１０万円、合わせて３億2,７２５万5,０００円を見込み、予算計上をいたしており
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ます。 

 １款３項１目特定入所者介護サービス費収入は、低所得者の負担軽減措置であり3,９５３万

6,０００円を計上しております。 

 次に、２款１項１目居宅介護サービス費収入、１節短期入所生活介護費収入としまして

3,３７４万7,０００円を計上しております。 

 ２３５ページをお願いいたします。 

 ２款２項１目自己負担金収入、１節自己負担金収入1,０８９万6,０００円及び２節自己負担

金収入（軽減分）３７万8,０００円、合わせて1,１２７万4,０００円。 

 ２款３項１目特定入所者介護サービス費収入で３５５万6,０００円を計上しております。 

 ２３６ページをお願いいたします。 

 ６款１項２目一般会計繰入金３２１万8,０００円につきましては、事業運営費として計上い

たしております。 

 ２２９ページをお願いいたします。 

 以上により、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４億1,８６３万円となります。 

 また、一時借入金の借入れの最高額は１億円と定めております。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします 

○議長（永野裕夫君） 次に、議案第７号「令和３年度土佐清水市水道事業会計補正予算（第

２号）について」及び議案第１４号「令和４年度土佐清水市水道事業会計予算について」、以

上２件について説明を求めます。 

 水道課長。 

          （水道課長 吉永敏之君登壇） 

○水道課長（吉永敏之君） 議案第７号「令和３年度土佐清水市水道事業会計補正予算（第

２号）について」、御説明いたします。 

 補正予算書の３ページをお願いします。 

 収益的支出の１款１項４目上水道総係費の貸倒引当金繰入額の４９１万5,０００円ですが、

今会議の第２３号議案と第２４号議案に上程しています債権放棄の伝票処理に係る貸倒引当金

繰入額を計上しています。 

 １ページをお願いします。 

 その結果、営業費用が４９１万5,０００円増額となり合計３億1,３４９万9,０００円となり

ます。 

 以上でございます。 

 引き続いて、議案第１４号「令和４年度土佐清水市水道事業会計予算について」、御説明い
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たします。 

 予算書の２４９ページをお願いします。 

 第２条の業務の予定量につきましては、給水戸数を6,６８３戸、主要な建設改良費は工事請

負費及び委託料として２億4,６６５万円を計上しました。 

 第３条の収益的収入及び支出につきましては、収入の合計は、第１款水道事業収益として

３億1,４０１万円。 

 支出の合計は、第１款水道事業費用として３億９１０万5,０００円を計上しました。 

 第３条予算につきましては、全国的に簡易水道は給水人口が小規模で経営基盤が脆弱な事業

が多く、上水道事業への統合が進められてきており、本市も令和３年度から簡易水道を上水道

へ統合し運営しています。 

 次に、２５０ページの第４条の資本的収入及び支出につきましては、収入の合計は、１款資

本的収入として２億9,６７５万円。 

 支出の合計は、第１款資本的支出として３億7,１３２万3,０００円を計上しました。 

 この結果、条文の括弧書きにありますように、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する

額7,４５７万3,０００円は、過年度分、当年度分、損益勘定留保資金及び利益剰余金で補填す

るものとします。 

 第６条の地方公営企業法第２９条の規定による一時借入金の限度額は２億円としています。 

 ２５５ページをお願いします。 

 令和４年度予定のキャッシュ・フロー計算書です。現金の増減を表しています。 

 期末残高は、４億５９８万5,６１８円を見込んでいます。 

 ２６３ページから２６６ページまでは令和３年度予定の貸借対照表です。保有する全ての資

産、負債、資本を示したものです。 

 ２６４ページ、一番下の資産の合計は、令和３年度末の予定額として４６億3,０１０万

4,６５２円となり、２６６ページの一番下の負債・資本の合計額と一致します。 

 ２６７ページから２７０ページまでは令和４年度予定の貸借対照表です。 

 ２６８ページ、一番下の資産の合計は、令和４年度末予定額として４８億２７３万４４７円

となります。２７０ページの一番下の負債・資本の合計額と一致します。 

 ２７１ページ、２７２ページは令和３年度予定の損益計算書です。１年間の収益と費用を見

込んだ営業成績を示したものです。 

 ２７２ページの下から４番目にあります令和３年度の純利益は、1,３５８万3,０００円を見

込んでいます。 

 ２７３ページから２８１ページは、収益的収支と資本的収支の款・項・目別の明細となりま
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す。主なものについて御説明いたします。 

 収益的収入につきまして、１款１項１目給水収益の水道使用料は２億5,６４６万円。前年度

予算の給水収益の合計より1,２２７万7,０００円の減額を見込んでいます。これは給水人口の

減少によるものです。 

 ２７４ページをお願いします。 

 ２項営業外収益、４目長期前受金戻入5,０１９万1,０００円は、固定資産の補助金・負担

金・受贈財産分に係る減価償却費及び除却費となります。 

 ２７５ページをお願いします。収益的支出です。 

 １款１項１目原水及び浄水費の委託料８９９万円の内訳は、半島の８施設の管理業務費

１４５万円、東部６施設の管理業務費１４６万円、西部６施設の管理業務費１４４万円、水源

地の草刈り等の清掃業務費１１６万 5,０００円、配水池の清掃業務等として１２７万

5,０００円、取水施設の清掃業務等で１８０万円、電気保安業務４０万円を計上しました。 

 ２７６ページをお願いします。 

 １款１項２目給水及び配水費の委託料1,２３１万7,０００円の内訳は、漏水調査業務

６２０万4,０００円、地区は市街地全般の老朽個所を予定しています。メーター取替委託業務

３８０万3,０００円、地区は浦尻、加久見、汐見町、清水漁協を予定しています。 

 水道事業料金改定支援業務は、令和４年度から５年度にかけて水道料金審議会を開催し、料

金改定の検討を予定していまして、その審議会に係る資料の作成等の委託料に２３１万円を計

上しています。 

 ２７９ページをお願いします。資本的収入です。 

 １款１項１目企業債１億3,５５０万円は、三崎施設整備事業に１億1,３７０万円、旭町配水

管更新事業に６８０万円、中浜、布の電気計装設備更新事業に1,５００万円を借入れするもの

です。 

 ３項１目施設整備費補助金１億1,６７５万9,０００円は、三崎上水道整備事業に係る防衛省

の補助金が１億1,３４２万6,０００円、旭町配水管更新事業に係る生活基盤施設耐震化等交付

金３３３万3,０００円となります。 

 ２８０ページをお願いします。資本的支出です。 

 資本的支出につきまして、１款１項１目拡張改良費の委託料９４０万円は、三崎上水道整備

事業の工事現場の施工監理業務費として計上しました。 

 ２８１ページをお願いします。 

 工事請負費２億3,７２５万円は、三崎施設整備事業に２億1,２１０万円、旭町配水管更新事

業に1,０１５万円、中浜、布電気計装設備更新事業に1,５００万円を計上しました。 
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 ２項企業債償還金の9,５３８万円は、起債の元金分の償還金です。 

 以上で、説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 次に、報告第１号「専決処分した事件の報告について（訴えの提起に

ついて）」及び報告第２号「専決処分した事件の報告について（土佐清水市個人情報保護条例

の一部を改正する条例の制定について）」並びに議案第１５号「押印の見直しに係る関係条例

の整備に関する条例の制定について」から議案第２８号「高知県市町村総合事務組合から幡多

中央環境施設組合が脱退することに伴う財産処分について」までの議案１４件、計１６件につ

いて説明を求めます。 

 総務課長。 

          （総務課長 窪内研介君登壇） 

○総務課長（窪内研介君） 議案つづりにより御説明いたします。 

 議案つづりをお願いいたします。 

 報告第１号「専決処分した事件の報告について（訴えの提起について）」、議案つづり１ペ

ージから２ページまでであります。 

 本件は、水道使用料請求事件であります。民事訴訟法第３８３条の規定に基づき、令和４年

２月２日付で安芸簡易裁判所に支払い督促の申立てを行いましたが、その後、相手方から異議

申立書の提出があり、民事訴訟法第３９５条の規定により、通常訴訟の手続に移行いたしまし

たので、地方自治法第１８０条第１項の規定により、令和４年２月１７日、専決処分したこと

による報告であります。 

 報告第２号「専決処分した事件の報告について（土佐清水市個人情報保護条例の一部を改正

する条例の制定について）」、議案つづり３ページから４ページまでであります。 

 本件は、デジタル社会の形成を図るための法律（令和３年法律第３７号）により、行政機関

の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５８号）が廃止され、個人情報の

保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）に統合されることに伴う引用法律名等の改正で

あります。 

 議案第１５号「押印の見直しに係る関係条例の整備に関する条例の制定について」、議案つ

づり１７ページから２２ページまでであります。 

 本案は、行政手続における市民の負担を軽減し、市民の利便性を図るため、押印見直しの関

係条例の議決を受けるものであります。 

 土佐清水市職員の服務の宣誓に関する条例、土佐清水市火入れに関する条例、土佐清水市固

定資産評価審査委員会条例及び土佐清水市敬老祝金支給条例の押印を求める様式中、押印の項

目を削るものであります。 
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 議案第１６号「土佐清水市都市公園条例及び土佐清水市社会体育施設の設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について」、議案つづり２３ページから２４ページまでで

あります。 

 本案は、浦尻運動公園テニス場に係る関係条例の一部改正であります。 

 浦尻運動公園のテニス場は、現在は利用実績もなく、運動広場の利用者や斎場の仮駐車場と

して利用されている状況であり、今後も利用が見込めないことから、都市公園条例及び社会体

育施設の設置及び管理に関する条例の施設の名称から「浦尻運動公園テニス場」を削るもので

あります。 

 議案第１７号「土佐清水市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について」、議案つ

づり２５ページから２６ページまでであります。 

 本案は、市営住宅の入居者の募集について住民に一層の周知を図るため、「入居者の公募の

方法」の条文中に「市のホームページ」を加える改正及び所得税法の改正に伴い、「入居者の

選考」の条文中の優遇措置を講ずることができる規定中、「２０歳未満の子を扶養しているひ

とり親である者」に改め、未婚の親が優遇措置を受けることができるよう改正するほか、所要

の改正を行うものであります。 

 議案第１８号「土佐清水市営住宅駐車場管理条例の一部を改正する条例の制定について」、

議案つづり２７ページから２８ページまでであります。 

 本案は、使用者資格について、リースにより自動車を使用する者が使用できるよう使用者資

格について「所有する」を「所有又は使用する」に改正、「使用料の決定及び金額」の条文中、

駐車場の区画数について、貸出しできる実数に改正及び「駐車場の返還」の条文中、返還の際

の届出を市営住宅の退去時の規定に合わせ１か月前を５日前に改正するものであります。 

 議案第１９号「土佐清水市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」、議

案つづり２９ページから３３ページまでであります。 

 本案は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律

の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の公布に伴い、国民健康保険法施行令が改正され、

国民健康保険の保険料について、未就学児に係る被保険者均等割額の減額に関する規定が加わ

ったため、本条例に同様の規定を加えるほか、記号について、本市の文書規程に合わせ所要の

改正を加えるものであります。 

 議案第２０号「土佐清水市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の一部を

改正する条例の制定について」、議案つづり３４ページから３５ページまでであります。 

 本案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づく学校運営協議会を令和

４年４月１日から市内小・中学校に設置することに伴い、委員の報酬を日額1,０００円と定め
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るものであります。 

 議案第２１号「土佐清水市水産業施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の

制定について」、議案つづり３６ページから３８ページまでであります。 

 本案は、水産業施設のうち、浦尻冷凍保管施設、浦尻残渣加工施設及び土佐清水市共同加工

施設の使用料について、冷凍保管施設の土地購入費、残渣加工施設の附帯施設、土佐清水市共

同加工施設の周辺整備工事費に係る費用を加えたものを算定し、改正するものであります。 

 議案第２２号「海ギャラテラスの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて」、議案つづり３９ページから４０ページまでであります。 

 本案は、海ギャラテラスの建設費の増額に伴い、条文中、施設の利用料金の改正を月額１万

1,０００円から１万3,６００円に改正するものであります。 

 議案第２３号「権利の放棄について」、議案つづり４１ページであります。 

 本案は、平成１５年１１月から平成１７年１１月まで、平成２２年２月から平成２２年

１１月まで及び平成２３年１月から平成２８年３月までの未払いの水道料金債権２４１万

2,８２８円について、債務者が生活保護を受給していることから債権回収が困難であると判断

し、権利を放棄するため、地方自治法第９６条第１項第１０号の規定により、議会の議決を求

めるものであります。 

 議案第２４号「権利の放棄について」、議案つづり４２ページであります。 

 本案は、平成２０年６月から平成２２年３月までの未払いの水道料金債権２５０万

1,９５０円について、債務者である事業所が時効の援用を行ったことにより、時効の効果が発

生し、債権の回収が不可能となったため、地方自治法第９６条第１項第１０号の規定により、

権利の放棄について議会の議決を求めるものであります。 

 議案第２５号「海ギャラテラスの指定管理者の指定について」、議案つづり４３ページであ

ります。 

 本案は、海ギャラテラスの指定管理者の指定について、令和４年４月１日から令和５年３月

３１日までの一年間、特定非営利活動法人・ＮＰＯ竜串観光振興会に指定することについて、

地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求めるものであります。 

 議案第２６号「高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び高知県市

町村総合事務組合規約の変更について」、議案つづり４４ページであります。 

 本案は、令和４年４月１日から、高知県市町村総合事務組合から津野山広域事務組合及び幡

多中央環境施設組合が脱退することに伴い、高知県市町村総合事務組合規約の一部を改正する

ことについて、地方自治法第２９０条の規定により議会の議決を求めるものであります。 

 議案第２７号「高知県市町村総合事務組合から津野山広域事務組合が脱退することに伴う財
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産処分について」、議案つづり４５ページであります。 

 本案は、高知県市町村総合事務組合から津野山広域事務組合が脱退することに伴う財産処分

については、高幡東部清掃組合に帰属させることについて、地方自治法第２９０条の規定によ

り議会の議決を求めるものであります。 

 議案第２８号「高知県市町村総合事務組合から幡多中央環境施設組合が脱退することに伴う

財産処分について」、議案つづり４６ページであります。 

 本案は、高知県市町村総合事務組合から幡多中央環境施設組合が脱退することに伴う財産処

分については、高知県市町村総合事務組合負担金条例第３条第１項の規定により算出した額を

還付することについて、地方自治法第２９０条の規定により議会の議決を求めるものでありま

す。 

 以上につきまして、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 以上で、予算案及び条例案等に対する内容説明を終わります。  

 この際、暫時休憩をいたします。 

          午後 ２時０３分   休  憩 

          午後 ２時２２分   再  開 

○議長（永野裕夫君） 休憩前に続いて、会議を開きます。 

 ただいま、市議会議案第１号「ロシアによるウクライナ侵略を非難する決議」についてが提

出されました。 

 お諮りいたします。 

 この際、市議会議案第１号を日程に追加し議題といたしたいと思います。これに御異議の方

ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（永野裕夫君） 御異議なしと認めます。よって、市議会議案第１号を日程に追加し、

議題とすることに決しました。 

 市議会議案第１号を議題といたします。 

 この際、提出者に提案理由の説明を求めます。 

 １番、谷口佳保君。 

          （１番 谷口佳保君登壇） 

○１番（谷口佳保君） 決議案を読み上げまして、提案理由の説明に代えさせていただきます。 

 ロシアによるウクライナ侵略を非難する決議（案）。 

 ロシアは、ウクライナへの侵略を開始した。このようなロシアの行動は明らかにウクライナ

の主権及び領土の一体性を侵害し、武力の行使を禁ずる国際法の深刻な違反であり、国連憲章
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の重大な違反である。 

 力による一方的な現状変更は断じて認められない。この事態は欧州にとどまらず、日本が位

置するアジアを含む国際社会の秩序の根幹を揺るがしかねない極めて深刻な事態である。 

 また、ロシアが核兵器大国であることを誇示する威嚇行為は今日の世界においても許容され

得ず、本市においても１９８５年９月２８日非核平和都市を宣言しており、決して容認できる

ものではない。 

 国会では、３月１日に衆議院で３月２日に参議院で「ロシアによるウクライナ侵略を最も強

い言葉で非難」し、ロシアに対しては「即時の攻撃停止と部隊撤収」を政府に対しては「制裁

を含めた厳格な対応」を求める決議を可決したが、土佐清水市議会はこれを全面的に支持する

ものである。 

 政府においては、現地在留邦人の安全確保に努めるとともに国際社会と緊密に連携しつつ対

話と交渉による平和的解決が図られるよう尽力することを強く訴える。 

 以上、提案理由の説明に代えさせていただきます。 

○議長（永野裕夫君） 提案理由の説明は終わりました。 

 ただいまから質疑に入ります。 

 質疑の方はございませんか。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（永野裕夫君） 質疑なしと認めます。質疑を終わります。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 

 これに御異議の方はございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（永野裕夫君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、委員会の付託を省略することに決しました。  

 ただいまから討論に入ります。討論の方はございませんか。  

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（永野裕夫君） 討論なしと認めます。討論を終わります。 

 ただいまから採決をいたします。 

 市議会議案第１号「ロシアによるウクライナ侵略を非難する決議」について、原案に賛成の

方は、御起立または挙手願います。 

          （賛成者起立・挙手） 

○議長（永野裕夫君） 起立・挙手全員であります。よって、市議会議案第１号は、原案のと

おり可決されました。 
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 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。  

 次の本会議は、３月１４日午前１０時に再開いたします。  

 なお、質疑及び一般質問の通告の期限は、３月９日午前１１時でありますので、念のため申

し添えておきます。 

 本日の会議は、これをもって散会をいたします。お疲れさまでございました。  

          午後 ２時２７分   散  会 


